
 市職員等が新型コロナウイルス感染症の確定患者等となった場合の取扱い（案） 

 

市職員又はその親族、市施設等に勤務する委託業者の従業員等が新型コロナウイルス感染症の確定患者、濃厚接触者、接触者となった場

合、市の庁舎施設内における感染拡大を防止するため、職員は、速やかに所属長に報告、所属長は、その旨を職員厚生課長に報告し、次の

とおり対応する。 

 

対象者 

ア 確定患者(※1)となった場合 
 
(※１）新型コロナウイルス感染症と診断された者 
 

イ 濃厚接触者(※2)となった場合 
 

(※2）確定患者と同居あるいは長時間の接触があっ
た者等で、保健所長から特定された者 

ウ 接触者(※3)となった場合 
 
(※3）確定患者と接触の事実があるが、濃厚接触者に

至らない者で、保健所長から PCR 検査を要請
された者 

 
1 市職員 

 
(1) 確定患者の対応 
①確定患者は、保健所長からの感染症指定
医療機関への入院勧告等に従うものとす
る。 

②確定患者は、主治医からの指示に従い退
院及び職場復帰する。  

③確定患者は、公務によるり患と考えられ
る場合、地方公務員災害補償基金等を認
定請求する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 確定患者が利用した職場、施設等の消毒
等 
①所属長は、確定患者が利用した職場、施
設等の消毒が終了するまでは、原則、当
該施設等の業務を停止する。 

②所属長は、保健所長の助言等を受け、確
定患者が症状発現２日前から利用した職
場、施設等については、その利用の状況
に応じて、別添「郡山市新型コロナウイ
ルス感染者等発生時消毒作業マニュア
ル」により消毒を行う。 

③所属長は、原則、業務継続計画（BCP）に
基づき事務を継続する。 
なお、業務に必要な人員は、部局内又は
市組織全体で対口支援により配置する。 

 

 
(1) 濃厚接触者の対応 
①濃厚接触者は、PCR検査を受検する。 
②濃厚接触者は、PCR検査の結果、陰性の場
合にも、保健所長の指示により、確定患
者の感染可能期間の最終曝露日から 14
日間は健康状態に注意を払い(以下「健康
観察期間」という。)、自宅待機する。 

③濃厚接触者は、自宅待機の期間中の勤務
を要する日における健康状況について、
毎日、所属長に報告する。 

 ④所属長は、濃厚接触者の報告に基づき、
別紙「健康管理票」を作成し、濃厚接触
者から体調不良の報告がある場合は、速
やかに職員厚生課へメールにて報告す
る。 

⑤濃厚接触者の職場の職員は、通常勤務と
する。 

 
(2) 濃厚接触者が利用した職場、施設等の消
毒等 
①所属長は、濃厚接触者が確定患者の症状
発現２日前から利用した職場、施設等に
ついて、その利用の状況に応じて、別添
「郡山市新型コロナウイルス感染者等発
生時消毒作業マニュアル」により消毒を
行う。 

②所属長は、原則、業務継続計画（BCP）に
基づき事務を継続する。 
なお、業務に必要な人員は、部局内又は
市組織全体で対口支援により配置する。 

 

 
(1) 接触者の対応 
①接触者は、PCR検査を受検する。 
②接触者は、PCR 検査の結果が判明するま
で自宅待機する。 

③接触者は、PCR検査の結果、陰性の場合、
結果判明の翌日から職場復帰する。 

④接触者は、自宅待機の期間中の勤務を要
する日における健康状況について、毎日、
所属長に報告する。 

 ⑤所属長は、接触者の報告に基づき、別紙
「健康管理票」を作成し、接触者から体
調不良の報告がある場合は、速やかに職
員厚生課へメールにて報告する。 

⑥接触者の職場の職員は、通常勤務とする。 
 
 
 
 
 

(2) 接触者が利用した職場、施設等の消毒等 
①所属長は、接触者が確定患者の症状発現
２日前から利用した職場、施設等につい
て、その利用の状況に応じて、別添「郡
山市新型コロナウイルス感染者等発生時
消毒作業マニュアル」により消毒を行う。 

②所属長は、原則、業務継続計画（BCP）に
基づき事務を継続する。 
なお、業務に必要な人員は、部局内又は
市組織全体で対口支援により配置する。 

 
 
 
 

  

 
２ 市職員の
親族 

 
※同居の場合 

 
(1) 職員の対応 

職員は、「１ 市職員 イ 濃厚接触者 
(1) 濃厚接触者の対応」又は「１ 市職員 
ウ 接触者 (1) 接触者の対応」のとおり
とする。 
 

 
 
 
 
(2) 職員が利用した職場、施設等の消毒等 

所属長は、「１ 市職員 イ 濃厚接触者 
(2) 濃厚接触者が利用した職場、施設等の
消毒等」又は「１ 市職員 ウ 接触者 
(2) 接触者が利用した職場、施設等の消毒
等」を実施する。 
 

 
(1) 職員の対応 
①職員は、濃厚接触者の健康観察期間、自
宅待機する。 

②職員は、勤務を要する日における健康状
況について、毎日、所属長に報告する。 

 ③所属長は、職員の報告に基づき、別紙「健
康管理票」を作成し、職員から体調不良
の報告がある場合は、速やかに職員厚生
課へメールにて報告する。 

 
(2) 職員が利用した職場、施設等の消毒等 
①所属長は、濃厚接触者の市職員の親族が
確定患者の症状発現２日前から、職員が
利用した職場、施設等について、その利
用の状況に応じて、別添「郡山市新型コ
ロナウイルス感染者等発生時消毒作業マ
ニュアル」により消毒を行う。 

②所属長は、原則、業務継続計画（BCP）に
基づき事務を継続する。 
なお、業務に必要な人員は、部局内又は
市組織全体で対口支援により配置する。 

 

 
(1) 職員の対応 
①職員は、接触者の PCR 検査の結果が判明
するまで自宅待機する。 

②職員は、接触者の PCR 検査の結果、陰性
の場合、結果判明の翌日から職場復帰す
る。 

③職員は、接触者の PCR 検査の結果、陽性
の場合、「２ 市職員の親族 ア 確定患
者 (1) 職員の対応」のとおりとする。 

  
(2) 職員が利用した職場、施設等の消毒等 
①所属長は、接触者の市職員の親族が確定
患者の症状発現２日前から、職員が利用
した職場、施設等について、その利用の
状況に応じて、別添「郡山市新型コロナ
ウイルス感染者等発生時消毒作業マニュ
アル」により消毒を行う。 

②所属長は、原則、業務継続計画（BCP）に
基づき事務を継続する。 
なお、業務に必要な人員は、部局内又は
市組織全体で対口支援により配置する。 

 
 
３ 市施設等
に勤務する
委託業者の
従業員等 

 
(1) 職場の職員の対応 

職員は、「２ 市職員の親族 ア 確定患
者 (1) 職員の対応」のとおりとする。 
ただし、職員が濃厚接触者又は接触者に

該当しない場合、通常勤務とする。 
 
(2) 確定患者が利用した職場、施設等の消毒
等 
①所属長は、確定患者が利用した職場、施
設等の消毒が終了するまでは、原則、当
該施設等の業務を停止する。 

②所属長は、保健所長の助言等を受け、確
定患者が症状発現２日前から利用した職
場、施設等については、その利用の状況
に応じて、別添「郡山市新型コロナウイ
ルス感染者等発生時消毒作業マニュア
ル」により消毒を行う。 

③所属長は、委託業者と協議の上、業務の
継続に努める。 

 

 
(1) 職場の職員の対応 

職員は、通常勤務とする。 
 
 
 
 

(2) 濃厚接触者が利用した職場、施設等の消
毒等 
①所属長は、濃厚接触者が確定患者の症状
発現２日前から利用した職場、施設等に
ついて、その利用の状況に応じて、別添
「郡山市新型コロナウイルス感染者等発
生時消毒作業マニュアル」により消毒を
行う。 

②所属長は、委託業者と協議の上、業務の
継続に努める。 

 

 
(1) 職場の職員の対応 

職員は、通常勤務とする。 
 
 
 
 
(2) 接触者が利用した職場、施設等の消毒等 
①所属長は、接触者が確定患者の症状発現
２日前から、職員が利用した職場、施設
等について、その利用の状況に応じて、
別添「郡山市新型コロナウイルス感染者
等発生時消毒作業マニュアル」により消
毒を行う。 

②所属長は、委託業者と協議の上、業務の
継続に努める。 
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